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幕
藩
制
社
会
の
地
域
的
展
開
は
、
一
九
四
五
年
の
敗
戦
を
契
機
と
し
て
再
出
発
し
た
日
本
の
歴
史
学
界
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
研
究

テ
ー
マ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
五
○
年
を
経
過
し
た
現
在
、
歴
史
学
の
研
究
視
角
と
方
法
は
、
｜
層
、
多
様
化
さ
れ
新
た
な
テ
ー

マ
が
登
場
し
て
い
る
が
、
学
界
で
は
各
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
争
を
展
開
し
な
が
ら
研
究
水
準
を
高
め
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

戦
後
の
幕
藩
制
社
会
の
研
究
に
お
い
て
最
も
重
要
な
課
題
は
、
戦
国
の
乱
世
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
地
域
的
封
建
制
が
、
新
た
に
統
一
政
権

の
主
導
に
よ
り
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
幕
藩
体
制
を
確
立
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
内
外
の
諸
条
件
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
明
治
維
新
へ
の
道
を
、
幕
藩
体
制
の
解
体
過
程
の
中
で
明
確
に
見
極
め
て
い
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
先
ず

日
本
近
世
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
時
代
の
社
会
構
造
全
体
に
わ
た
る
特
質
の
解
明
が
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り

戦
後
の
歴
史
学
界
に
お
い
て
、
’
九
五
三
・
五
四
年
以
降
に
展
開
さ
れ
た
太
閤
検
地
論
争
は
、
日
本
近
世
史
を
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
解
体
期

の
封
建
社
会
の
時
代
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
日
本
封
建
制
の
形
成
と
構
造
的
特
質
の
解
明
と
い
う
、
い
わ
ば
日
本
近
世
史
を
自
立
さ
せ

る
契
機
と
な
り
、
’
九
六
○
年
代
に
は
幕
藩
制
構
造
論
の
研
究
が
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

で
あ
る
。

は
じ
め
に

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て

村
上
直
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’
九
五
○
年
の
地
方
史
研
究
協
議
会
の
創
立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
の
歴
史
学
界
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
は
地
方

史
研
究
で
あ
る
。
戦
前
の
郷
土
史
的
意
識
の
克
服
を
目
指
し
た
地
方
史
研
究
は
地
域
性
に
立
脚
し
た
研
究
基
盤
の
も
と
で
成
果
を
全
国
的
に
あ

げ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
一
九
七
○
年
頃
を
境
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
全
国
的
・
世
界
的
な
問
題
を
各
地
域
に
お
い
て
検
証
し
よ

う
と
す
る
研
究
方
法
か
ら
、
各
地
に
独
自
な
社
会
発
展
の
在
り
方
を
み
よ
う
と
す
る
地
域
史
研
究
へ
の
視
座
の
転
換
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

地
域
史
研
究
の
目
的
は
、
単
な
る
各
地
域
の
検
証
で
は
な
く
、
各
地
域
に
独
自
な
社
会
発
展
の
在
り
方
を
み
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
研
究
方
法
の
模
索
の
中
で
地
域
史
の
成
果
が
次
第
に
あ
げ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
日
常
的
な
生
活
史
や
民
衆
史
を
地
域
に
密

着
さ
せ
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
西
欧
の
社
会
史
研
究
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
て
き
た
の
も
、
ほ
ぼ
こ
の
時
期
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま

り
、
民
衆
史
や
生
活
史
か
ら
地
域
文
化
や
儀
式
・
儀
礼
・
地
名
な
ど
も
含
め
る
新
分
野
の
展
開
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
研
究
は
、
い
わ
ば
幕
藩
制
社
会
に
生
き
た
人
々
の
行
動
や
意
識
を
、
日
常
の
生
活
や
地
域
文
化
の
中
で
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
新
た
な
研
究
分
野
の
開
拓
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
後
に
お
け
る
研
究
動
向
の
変
遷
の
中
で
、
統
一
政
権
の
政

治
・
経
済
的
基
盤
で
あ
る
幕
領
、
つ
ま
り
天
領
は
ど
の
よ
う
な
存
在
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
次
に
若
干
の
考
察
を
行
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

幕
藩
制
構
造
論
の
方
法
的
深
化
か
ら
、
一
九
七
○
年
代
に
な
る
と
高
度
経
済
成
長
を
背
景
と
し
な
が
ら
新
た
に
国
家
を
単
位
と
す
る
論
争
が

活
発
化
し
、
先
行
国
家
の
諸
規
定
を
重
視
し
て
い
く
国
家
論
に
つ
い
て
そ
の
全
体
像
の
理
解
を
深
め
て
い
く
た
め
の
方
法
的
提
起
が
次
々
に
打

ち
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
動
向
に
対
応
す
る
形
で
、
国
家
を
相
対
化
す
る
地
域
史
の
提
唱
が
み

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

－
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

研
究
の
中
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
統
一
権
力
の
政
策
基
調
の
分
析
を
中
心
に
、
幕
藩
体
制
を
規
定
す
る
封
建
的
土
地
所
有
の
構
造
を
明
ら
か
に

江
戸
幕
府
が
直
接
支
配
し
た
領
地
を
天
領
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
幕
府
直
轄
領
の
こ
と
で
あ
る
。
天
領
は
別
に
幕
府
領
、
ま
た
は
幕
領
と

法
政
史
学
第
四
十
八
号

「
天
領
」
の
呼
称

’一
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こ
の
点
、
同
じ
年
月
の
他
の
布
告
に
よ
る
と
、
「
是
迄
徳
川
支
配
い
た
し
候
地
所
を
天
領
と
称
し
居
候
は
、
言
語
道
断
の
儀
に
候
、
此
度
住

、
、
、
、
、

、
、
、
、

古
の
如
く
、
総
て
天
朝
の
御
料
に
復
し
、
真
の
天
領
に
相
成
候
間
、
左
様
相
心
得
べ
く
候
」
（
『
復
古
記
』
第
一
冊
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
慶
応
三
年
一
二
月
の
王
政
復
古
の
後
、
戊
辰
戦
争
の
さ
な
か
、
ま
た
は
そ
の
直
後
に
お
い
て
、
明
治
新
政
府
は
逐
次
、
幕
府
の
直
轄
領
を

没
収
し
、
新
た
に
府
県
を
設
置
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
旧
幕
府
領
に
対
し
て
、
庶
民
が
当
時
、
天
朝
の
御
料
（
御
領
）
ま
た
は
天
朝
料
の
略
語

と
し
て
天
領
と
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

い
う
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
単
一
の
歴
史
用
語
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
の
幕
府
の
法
令
に
よ
る
と
、
こ
の
天
領
を
御
料
（
御

領
）
、
御
料
所
、
代
官
所
、
支
配
所
と
記
し
て
あ
り
、
史
書
や
地
方
書
の
類
に
よ
る
と
、
大
名
領
や
旗
本
領
な
ど
を
私
領
と
称
し
た
の
に
対

し
、
天
領
を
公
料
（
公
領
）
、
ま
た
は
公
儀
御
料
所
と
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
、
旧
江
戸

幕
府
の
役
人
が
幕
府
の
役
職
の
内
容
を
証
言
し
た
『
旧
事
諮
問
録
』
に
は
、
「
御
代
官
所
を
御
料
と
称
え
、
余
（
そ
の
他
）
は
私
領
と
称
え
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
幕
府
直
轄
領
は
、
正
式
に
御
料
（
御
領
）
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
天
領
と
は
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
史
料
か
ら
幕
府
直
轄
領
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
一
三
日
、
東
山
道
鎮
撫
総
督
お
よ

び
副
総
督
の
署
名
で
、
東
山
道
の
諸
国
に
出
し
た
布
告
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

此
度
、
東
山
道
鎮
撫
総
督
、
こ
れ
勅
命
を
蒙
り
、
発
向
の
次
第
は
、
先
達
て
朝
廷
よ
り
御
触
も
在
ら
せ
ら
れ
候
通
二
候
得
共
、
遠
国
偏
土

に
至
り
候
て
は
、
自
然
行
届
兼
候
哉
も
計
難
く
候
に
付
、
尚
又
、
諸
国
の
情
実
を
問
ひ
、
速
に
万
民
塗
炭
の
苦
を
救
わ
せ
ら
れ
た
く
、
叡

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

虜
に
候
間
、
各
安
堵
渡
世
致
す
べ
く
候
、
尤
、
是
迄
天
領
と
称
し
来
り
候
、
徳
川
支
配
地
は
勿
論
、
諸
知
行
所
、
陣
屋
、
寺
社
領
等
に
至

迄
、
年
来
苛
政
に
苦
み
罷
あ
り
、
其
外
子
細
之
あ
る
輩
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
遠
慮
な
く
本
陣
へ
訴
出
く
し
、
金
議
の
上
、
公
平
の
所
置

一
一
及
び
候
問
、
心
得
達
こ
れ
な
き
様
致
す
べ
く
候
事
（
『
復
古
外
記
』
東
山
道
戦
記
、
第
一
）

こ
れ
に
よ
る
と
「
天
領
と
称
し
来
り
候
、
徳
川
支
配
地
」
と
明
記
し
て
あ
る
か
ら
、
徳
川
支
配
地
は
確
か
に
幕
末
に
お
い
て
天
領
と
称
し
て

一
一
及
び
候
問
、
心
得
達
こ
れ
←

こ
れ
に
よ
る
と
「
天
領
と
称
し
士

い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）
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天
領
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
天
領
の
分
布
の
特
色
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
ち
お
う
徳
川

一
門
・
譜
代
大
名
領
、
そ
れ
に
旗
本
領
と
並
ん
で
幕
府
に
と
っ
て
政
治
・
軍
事
上
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
地
域
に
分
布
、
設
定

さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
幕
府
の
経
済
的
基
礎
が
基
本
的
に
は
こ
の
天
領
か
ら
収
納
す
る
年
貢
に
あ
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
ま
さ
に
物
質
的
基
盤
と
し
て
注
目
す
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
江
戸
幕
府
が
二
六
五
年

に
わ
た
り
統
一
政
権
を
維
持
で
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
天
領
の
存
在
と
地
方
行
政
の
成
果
に
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
幕
藩
制
社
会
に
お
い
て
、
幕
府
が
有
力
な
外
様
大
名
に
対
し
て
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
天
領
の
存
在
が
き
わ
め

て
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
天
領
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
大
名
統
制
策
や
農
民
統
制
、
そ
れ
に
朝
幕
関
係
や
鎖
国
を

中
心
と
す
る
外
交
政
策
な
ど
も
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
が
、
封
建
社
会
が
領
主
の
大
土
地
所
有
の
あ
り
方
に

基
づ
い
て
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
何
と
い
っ
て
も
こ
の
広
大
な
天
領
の
存
在
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
天
領
は
具
体
的
に
は
全
国
的
に
ど
の
よ
う
な
地
域
に
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
幕
府
政
治
の
時
期
に
よ
っ

て
異
な
る
が
、
一
般
的
に
み
て
、
ま
ず
豊
饒
な
農
業
生
産
地
帯
や
商
品
作
物
生
産
地
帯
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
築
城
・

架
橋
、
直
轄
都
市
建
設
の
た
め
の
資
材
の
供
給
源
で
あ
る
山
林
地
帯
、
河
川
・
海
上
・
陸
上
の
交
通
・
運
輸
の
結
節
点
に
あ
る
直
轄
都
市
や
港

湾
お
よ
び
重
要
な
河
川
流
域
、
貨
幣
鋳
造
や
長
崎
貿
易
に
関
係
す
る
鉱
山
地
域
、
そ
れ
に
軍
馬
の
供
給
地
で
あ
る
牧
場
や
鷹
場
も
直
接
の
対
象

と
な
っ
て
い
た
（
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
、
村
上
直
『
天
領
』
）
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
財
政
面
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
・
軍
事

的
な
面
か
ら
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
天
領
を
総
合
的
に
捉
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る
。

全
国
統
一
政
権
で
財
政
基
盤
が
安
定
し
て
い
た
の
は
、
豊
臣
政
権
で
あ
る
。
豊
臣
氏
の
場
合
、
戦
国
大
名
や
信
長
政
権
に
く
ら
べ
て
、
は
る

か
に
蔵
入
地
（
直
轄
領
）
が
充
実
し
て
お
り
、
権
力
構
造
を
支
え
る
基
盤
に
な
っ
て
い
た
。
慶
長
三
年
（
’
五
九
八
）
の
全
国
総
石
高
一
八
五

○
万
石
の
う
ち
、
そ
の
一
一
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
当
る
一
一
一
三
万
石
余
が
豊
臣
氏
の
蔵
人
地
で
あ
り
、
統
一
政
権
に
ふ
さ
わ
し
く
全
国
的
に
分
布
し

天
領
の
存
在
意
義

法
政
史
学
第
四
十
八
号

四
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天
正
一
八
年
二
五
九
○
）
八
月
、
徳
川
氏
の
関
東
入
国
に
と
も
な
い
、
約
百
万
石
に
及
ぶ
蔵
人
地
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
蔵
人
地
は

同
一
八
年
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
知
行
割
（
家
臣
団
の
配
置
）
の
過
程
で
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
知
行
割
は
相
模
・
武
蔵
・

上
総
・
下
総
の
順
で
南
関
東
を
優
先
的
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
武
蔵
を
は
じ
め
相
模
・
下
総
・
上
総
・
伊
豆
に
は
広
く
蔵
人

じ
か
た

地
が
分
布
し
た
の
で
あ
る
。
入
国
後
に
お
け
る
関
東
の
地
方
の
支
配
体
制
は
、
家
康
の
側
近
で
あ
る
年
寄
衆
の
本
多
佐
渡
守
正
信
を
中
心
に

関
東
総
奉
行
の
青
山
忠
成
・
内
藤
清
成
と
代
官
頭
伊
奈
忠
次
・
大
久
保
長
安
・
彦
坂
元
正
・
長
谷
川
長
綱
ら
の
連
合
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

て
か
わ
り

る
。
一
」
の
な
か
で
蔵
人
地
の
地
域
開
発
を
、
直
接
行
っ
た
の
は
地
方
巧
者
の
代
官
頭
と
そ
の
配
下
の
代
官
・
手
代
た
ち
の
技
術
集
団
で
あ
る
。

彼
ら
に
よ
っ
て
、
河
川
堤
防
の
修
築
、
開
削
、
瀬
替
工
事
の
実
施
な
ど
、
新
田
開
発
が
促
進
さ
れ
て
耕
地
が
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
代

官
頭
は
各
自
が
陣
屋
を
拠
点
に
こ
の
よ
う
に
周
辺
地
域
の
開
発
を
行
う
と
と
も
に
、
他
方
で
は
代
官
頭
が
連
署
形
式
の
諸
文
書
の
発
給
に
よ
っ

て
、
広
域
支
配
を
行
い
な
が
ら
関
東
全
域
の
地
域
行
政
の
浸
透
を
は
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
の
代
官
頭
は
初
期
天
領
の
開
発
の

技
術
集
団
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
天
正
・
文
禄
・
慶
長
年
間
に
関
東
お
よ
び
東
海
筋
の
諸
地
域
の
検
地
や
灌
概
、
治
水
工
事
を
実
施
し

こ
の
豊
臣
政
権
の
太
閤
蔵
人
地
の
存
在
形
態
を
政
権
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
継
承
・
発
展
し
て
い
っ
た
の
が
徳
川
氏
の
蔵
人
地
で
あ
り
、

江
戸
幕
府
の
成
立
以
後
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
幕
府
直
轄
の
天
領
な
の
で
あ
る
。

た
の
で
あ
る
。

て
い
た
・
な
か
で
も
畿
内
。
近
国
と
北
九
州
に
密
度
が
高
く
、
し
か
も
、
畿
内
・
近
国
に
は
蔵
入
地
だ
け
で
な
く
、
織
豊
政
権
に
取
り
立
て
ら

れ
た
小
大
名
も
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
統
一
政
権
を
支
え
る
権
力
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

豊
臣
政
権
の
蔵
入
地
は
、
秀
吉
の
腹
心
の
大
名
や
家
臣
に
預
け
ら
れ
、
そ
の
管
理
を
ゆ
だ
ね
る
傾
向
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
畿
内
よ
り
遠

く
離
れ
た
僻
遠
の
諸
国
の
蔵
入
地
は
、
外
様
の
大
名
領
の
要
地
に
く
さ
び
を
入
れ
る
形
で
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
預
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
秀
吉
の
蔵
人
地
に
は
年
貢
の
徴
収
だ
け
で
は
な
く
、
京
都
・
大
坂
・
伏
見
・
大
津
・
奈
良
・
堺
・
博
多
・
長
崎
な
ど
の
主
要
都
市

や
佐
渡
・
石
見
な
ど
の
金
銀
山
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
秀
吉
は
信
長
が
果
た
せ
な
か
っ
た
直
轄
支
配
を
は
じ
め
て
全
国
的
に
実
現
し

天
領
の
成
立
と
開
発

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）

五
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て
い
く
と
と
も
に
、
財
政
制
度
や
交
通
政
策
の
確
立
、
鉱
山
な
ど
の
基
本
的
な
産
業
の
開
発
を
行
い
、
幕
府
が
存
立
し
て
い
く
た
め
の
天
領
の

基
礎
工
事
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

慶
長
五
年
以
降
は
伊
奈
忠
次
が
東
海
地
域
の
駿
河
・
遠
江
に
幅
広
く
活
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
忠
次
自
ら
が
遠
江
の
中
泉
陣
屋
な
ど
に
常

駐
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
配
下
の
下
代
が
代
官
と
し
て
支
配
の
実
務
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
の
多
く
の
在
地
代
官
に
よ
っ
て
支

配
が
行
わ
れ
、
広
域
支
配
は
重
層
的
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
一
一
河
国
は
慶
長
一
○
年
以
降
、
江
戸
（
将
軍
）
・
駿
府
（
大
御
所
）
の

二
元
政
治
が
展
開
す
る
と
、
駿
府
政
権
の
行
政
を
支
え
る
権
力
基
盤
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
そ
の
中
で
天
領
の
存
在
は
物
質
的
基
礎
を
保
証

す
る
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
東
海
地
域
に
お
い
て
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

関
東
領
国
は
幕
府
の
政
治
・
経
済
の
直
接
の
基
盤
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
天
領
は
関
東
御
料
所
と
し
て
独
自
の
認
識
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
初
期
の
代
官
頭
の
支
配
当
時
か
ら
す
で
に
一
○
○
万
石
が
維
持
さ
れ
、
代
官
頭
の
消
滅
後
も
伊
奈
忠
次
の
系
譜
が

関
東
郡
代
を
世
襲
し
、
約
二
五
万
石
に
お
よ
ぶ
天
領
の
管
轄
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
関
東
の
天
領
に
つ
い
て
、
特
に
考
察
を
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
全
国
は
幕
府
と
藩
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
幕
府
直
轄
・
旗
本
・

大
名
・
寺
社
お
よ
び
天
皇
・
公
家
の
各
領
に
そ
れ
ぞ
れ
分
轄
支
配
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
領
主
の
分
割
領
有
は
、
何
時
の
頃
か
ら
法

令
の
上
で
明
確
に
示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
関
東
に
つ
い
て
み
る
と
、
江
戸
幕
府
開
設
の
直
後
の
慶
長
八
年
（
一
六
○
一
一
一
）
三

月
二
七
日
付
、
関
東
総
奉
行
内
藤
清
成
・
青
山
忠
成
の
連
署
に
よ
る
「
郷
村
徒
」
の
第
一
条
に
「
御
料
所
井
私
領
百
姓
之
事
、
其
代
官
・
領
主

依
レ
有
一
一
非
分
一
所
立
退
候
付
而
ハ
云
々
」
（
御
制
法
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
確
に
関
東
領
国
で
は
御
料
所
（
代
官
支
配
）
、
私
領
に
分
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
法
令
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
慶
長
七
年
一
二
月
六
日
付
の
二
つ
の
法
令
が
あ
る
。
そ
こ
で
も

（
領
）

「
御
領
所
何
方
之
百
姓
成
辻
〈
云
々
」
と
あ
り
、
「
代
官
之
儀
」
「
地
頭
之
儀
」
と
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
早
く
か
ら
御
料
所
と
私

領
は
区
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
慶
長
一
○
年
（
’
六
○
五
）
一
月
九
日
付
、
代
官
小
泉
次
大
夫
宛
の
多
摩
川
流
域
の
人
工
用

（
井
棚
）

水
開
削
に
関
す
る
家
康
の
黒
印
状
に
も
「
い
ほ
り
人
足
之
事
、
私
領
方
へ
高
次
第
申
付
」
（
『
譜
牒
余
録
後
編
』
）
と
あ
る
か
、
ｂ
、
関
東
で
は
慶

長
初
年
の
法
令
に
お
い
て
所
領
の
全
域
が
「
御
料
所
井
私
領
」
に
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
用
語
は
幕
末
ま

で
、
そ
の
ま
ま
幕
府
法
令
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
領
地
支
配
の
一
貫
し
た
基
本
方
針
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
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徳
川
氏
の
蔵
入
地
は
、
天
正
一
八
年
二
五
九
○
）
八
月
の
関
東
入
国
直
後
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
知
行
割
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ

て
い
る
。
知
行
割
は
、
先
述
の
通
り
に
相
模
、
武
蔵
、
上
総
、
下
総
の
順
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
蔵
人
地
は
、
武
蔵
を
は
じ
め
相
模
・
下
総
・

上
総
。
伊
豆
を
中
心
に
分
布
し
て
い
た
。
関
東
の
地
域
性
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
慶
長
初
年
に
日
本
に
抑
留

御
料
所
と
は
「
御
料
」
「
御
領
」
と
も
称
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
幕
府
の
重
要
な
権
力
基
盤
を
な
し
た
幕
府
直
轄
領
、
俗
に
「
天
領
」
と
よ
ば

れ
た
領
地
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
寛
永
期
前
後
か
ら
「
御
代
官
所
」
や
「
御
蔵
人
」
「
御
蔵
所
」
な
ど
の
用
語
も
併
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

必
ず
し
も
江
戸
幕
府
の
御
料
所
が
幕
府
直
轄
領
の
単
一
呼
称
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
さ
て
慶
安
二
年
二
六
四
九
）
頃
、
幕

府
が
編
纂
し
た
『
武
蔵
田
園
簿
』
の
末
尾
に
あ
る
「
武
蔵
一
国
高
寄
」
に
よ
る
と
、
全
体
が
御
領
と
私
領
に
大
別
さ
れ
、
そ
の
う
ち
御
領
が
代

官
所
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
私
領
の
方
は
大
名
・
旗
本
・
寺
社
の
す
べ
て
が
一
括
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
例
で
は
あ
る
が
、
「
伊
奈

ｏ

半
十
郎
御
代
官
所
」
の
他
「
松
平
伊
豆
守
知
行
」
「
佐
久
間
五
郎
兵
衛
知
行
」
な
ど
と
あ
り
、
所
領
の
大
き
さ
に
拘
わ
ら
ず
、
大
名
と
旗
本
は

同
じ
に
「
知
行
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
幕
府
は
御
料
所
優
位
の
原
則
に
よ
っ
て
武
蔵
国
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
し
た

こ
と
が
表
示
の
上
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

享
保
年
間
の
「
辻
六
郎
左
衛
門
上
書
」
に
よ
る
と
、
別
に
「
公
儀
御
料
所
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
皇
・
公
家
領
を
示
す
禁
裏
御

料
・
仙
洞
御
料
な
ど
と
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
『
東
潜
夫
論
』
（
帆
足
万
里
、
弘
化
元
年
）
な
ど
に
は
「
公
料
」
と
い
う
用

語
が
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
公
儀
御
料
所
」
か
ら
つ
く
ら
れ
た
用
語
で
は
な
か
ろ
う
か
。
別
に
「
公
領
」
と
書
い
て
あ
る
書

物
も
か
な
り
あ
る
（
「
後
見
草
」
等
）
。
と
こ
ろ
で
幕
末
維
新
期
の
所
領
の
状
態
を
示
す
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
（
木
村
礎
校
訂
）
は
明
治
政
府

に
よ
り
『
皇
国
地
誌
』
の
編
纂
と
共
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
一
例
と
し
て
幕
府
直
轄
の
御
料
所
は
「
代
官
松
村
忠
四

郎
支
配
所
」
「
郡
代
木
村
飛
騨
守
支
配
所
」
と
あ
り
、
大
名
領
は
「
川
越
藩
領
分
」
、
旗
本
領
は
「
松
前
啓
之
助
知
行
」
、
他
に
寺
領
・
社
領
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
幕
府
直
轄
領
は
「
支
配
所
」
と
あ
り
、
特
に
記
載
上
の
幕
府
の
優
位
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
近
世
封

建
社
会
に
お
け
る
幕
府
直
轄
領
に
関
す
る
呼
称
は
、
法
令
、
史
書
、
ま
た
、
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
各
藩
か
ら
幕
府
の
領

地
を
呼
ぶ
場
合
、
各
地
の
地
方
文
書
か
ら
み
た
場
合
、
幕
府
領
の
優
位
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
今
後
調
べ
て
み
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）
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さ
れ
た
朝
鮮
人
の
儒
者
姜
坑
は
「
家
康
の
私
邑
は
関
東
に
あ
る
」
と
し
て
、
家
康
の
所
領
は
二
五
○
万
石
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
開
墾
分
を
入

れ
る
と
二
倍
も
あ
っ
た
と
生
産
力
の
高
さ
を
指
摘
し
て
い
る
（
『
看
羊
録
』
）
。
関
東
は
入
国
直
後
か
ら
代
官
頭
伊
奈
忠
次
・
忠
治
ら
の
治
水
工

事
に
よ
り
確
か
に
水
田
地
帯
は
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
享
保
二
○
年
の
知
行
割
の
法
令
を
み
る
と
「
関
東
米
方
、
永
方
割
合
之
義
、
大

概
高
百
石
、
米
方
拾
六
七
石
よ
り
弐
拾
石
位
迄
割
合
、
相
残
分
は
永
方
相
渡
候
事
」
（
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
巻
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
米
方

（
水
田
）
よ
り
も
氷
方
（
畑
と
山
地
）
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
よ
く
分
る
。
こ
う
し
た
地
域
性
に
、
他
の
要
素
も
加
え
て
関
東
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
て
い
く
べ
き
か
今
後
の
大
き
な
課
題
で
も
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
関
東
の
御
料
所
の
総
石
高
に
つ
い
て
は
、
入
国
直
後
に
一
○
○
万
石

が
推
定
さ
れ
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
幕
末
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
南
関
東
の
近
世
神
奈
川
の
県
域
で
は
、
旗
本
の
地

方
直
し
の
反
復
や
御
料
所
（
天
領
）
の
私
領
化
を
通
じ
、
全
体
と
し
て
御
料
所
が
、
減
少
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
『
神
奈
川
県
史
』
）
。
し
た
が
っ
て
、
関
東
の
御
料
所
は
、
結
局
、
南
関
東
の
石
高
の
減
少
に
対
し
、
武
蔵
国
の
一
部
と
北
関
東
の
開
発
に
よ
っ

て
、
総
石
高
が
し
だ
い
に
補
填
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
こ
の
見
方
が
正
し
い
の
な
ら
、
関
東
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て

い
る
武
蔵
国
一
三
郡
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
経
済
的
基
盤
と
し
て
で
は
な
く
政
治
・
軍
事
面
か
ら
も

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

徳
川
氏
の
初
期
関
東
の
領
国
経
営
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
代
官
頭
と
関
東
総
奉
行
に
よ
る
支
配
体
制
で
あ
る
。
こ
の
支
配
体
制
は
地
域

的
格
差
を
統
一
し
、
多
く
の
代
官
や
地
方
巧
者
を
総
括
し
て
い
く
た
め
に
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
徳
川
氏
の
臨

戦
体
制
下
に
お
け
る
代
官
頭
の
台
頭
は
、
ま
さ
し
く
幕
政
の
番
方
か
ら
役
方
（
封
建
官
僚
）
中
心
へ
の
移
行
の
萌
芽
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
代
官
頭
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
伊
奈
忠
次
・
大
久
保
長
安
さ
ら
に
彦
坂
元
正
・
長
谷
川
長
綱
の
四
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ

れ
を
類
型
的
に
性
格
づ
け
る
と
前
の
一
一
者
が
三
河
譜
代
と
甲
斐
の
武
田
旧
臣
で
あ
り
、
武
蔵
国
に
陣
屋
を
構
え
、
の
ち
従
五
位
下
に
絞
任
さ
れ

た
の
に
対
し
、
後
の
二
者
は
共
に
遠
江
の
今
川
旧
臣
で
、
相
模
国
に
陣
屋
を
設
け
、
鼓
任
せ
ず
に
失
脚
か
病
没
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
も
代
官
頭
は
明
ら
か
に
二
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
代
官
頭
の
在
地
支
配
の
特
色
は
、
各
自
が
陣
屋
支
配
に
よ
っ
て
周
辺
を
開
発

し
、
腹
心
の
代
官
・
手
代
の
地
方
巧
者
を
小
陣
屋
に
在
駐
さ
せ
、
出
先
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
在

地
支
配
に
は
代
官
頭
の
連
署
形
式
の
奉
書
に
よ
っ
て
関
東
全
域
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
連
署
形
式
は
四
人
の
代
官
頭
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こ
れ
は
、
伊
奈
と
大
窪
（
大
久
保
）
が
連
署
に
よ
っ
て
「
薬
王
寺
領
の
事
と
脇
坊
の
割
当
に
つ
い
て
は
従
来
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
房
を
疎
そ
か
に
し
た
場
合
は
、
山
内
の
寺
院
か
ら
追
放
す
る
」
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
寺
の
末
寺
へ
の
規
制
を
意
味
し
た

注
目
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
『
甲
斐
国
志
』
の
大
久
保
長
安
の
項
に
は
「
（
天
正
）
十
七
年
検
地
ノ
時
、
伊
奈
熊
蔵
二
人
連
名
ノ
文
書
モ

見
１
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
す
で
に
徳
川
氏
の
五
か
国
領
有
時
代
に
お
い
て
、
甲
斐
の
寺
領
支
配
及
び
検
地
の
実
施
に
つ
い
て
は
両
者

の
緊
密
な
連
携
の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
関
東
入
国
後
、
共
に
武
蔵
国
内
の
小
室
（
北
足
立
郡
伊
奈
町
）
と
横
山
（
八
王

子
市
小
門
町
）
を
行
政
の
拠
点
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に
関
東
領
国
に
お
け
る
武
蔵
国
を
重
視
し
た
政
策
の
現
れ
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

も
、
こ
の
伊
奈
と
大
久
保
の
場
合
、
領
国
内
の
上
級
家
臣
の
所
領
に
対
し
、
検
地
及
び
諸
役
に
つ
い
て
の
介
入
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
関
東
領
国
の
「
御
料
所
井
私
領
」
全
域
に
家
康
の
直
接
支
配
が
は
か
ら
れ
た
な
か
で
、
代
官
頭
の
強
大
な
権
限
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
関
東
総
奉
行
の
成
立
（
慶
長
六
年
）
は
、
機
能
を
分
化
さ
せ
な
が
ら
強
力
な
支
配
体
制
の
確
立
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る

の
こ
と
は
、

い
く
弍
苣
ｂ
』

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
慶
長
期
後
半
に
お
け
る
関
東
総
奉
行
や
代
官
頭
の
消
滅
は
、
伊
奈
氏
の
系
譜
を
小
室
か
ら
赤
山
（
川
口
市
）
陣
屋
に
移
し
、
さ
ら

に
江
戸
馬
喰
町
郡
代
屋
敷
を
拠
点
と
し
た
関
東
支
配
体
制
の
中
核
に
位
置
さ
せ
る
た
め
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
関
東
の
元
和
・
寛
永
期
の
政
治
動
向
の
な
か
で
郡
代
・
代
官
の
吏
僚
化
の
道
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
進
行
し
た
か
、

に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
大
代
官
ク
ラ
ス
と
も
幾
組
み
も
組
み
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
有
効
性
を
発
揮
し
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
。

こ
こ
で
武
蔵
国
を
直
接
の
基
盤
と
し
た
、
代
官
頭
伊
奈
と
大
久
保
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

天
正
一
七
年
一
二
月
六
日
付
の
甲
斐
国
の
薬
王
寺
宛
の
寺
領
証
文
（
薬
王
寺
文
書
）
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

薬
王
寺
領
之
事
井
脇
坊
配
当
之
儀
、
如
二
前
々
｜
た
る
へ
し
、
雌
し
然
本
房
へ
少
も
無
沙
汰
候
ハ
、
、
寺
中
可
レ
有
一
一
追
放
一
者
也
、
冊
如
レ

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）

件天
正
十
七
己
丑
年

十
二
月
六
日

薬
王
寺

伊
奈
熊
蔵
（
花
押
）

大
窪
十
兵
衛
（
花
押
）

九

Hosei University Repository



天
領
の
設
定
は
地
域
差
は
あ
る
が
、
郡
代
役
所
や
代
官
陣
屋
の
設
置
に
と
も
な
い
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
｜
般
的
に
み
て
慶
長
期
か
ら
元
和

期
に
か
け
て
、
関
東
・
東
海
筋
、
畿
内
・
近
国
を
中
心
に
、
美
濃
、
但
馬
（
生
野
）
、
石
見
（
大
森
）
、
肥
前
（
長
崎
）
、
佐
渡
（
相
川
）
、
陸
奥

（
棚
倉
）
、
越
後
（
出
雲
崎
）
お
よ
び
信
濃
に
分
布
し
て
い
る
。
つ
い
で
寛
永
期
に
な
る
と
出
羽
（
延
沢
）
、
豊
後
（
日
田
）
、
肥
後
（
天
草
）
、

備
中
（
倉
敷
）
、
そ
の
後
、
飛
騨
（
高
山
）
、
美
作
、
甲
斐
、
丹
後
な
ど
の
諸
国
に
及
ん
で
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
初
期
の
江
戸
幕
府
の
関
東
お
よ
び
東
海
筋
の
天
領
の
掌
握
の
方
法
と
畿
内
・
近
国
の
場
合
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
江
戸

幕
府
の
地
方
行
政
の
地
域
的
特
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

乗
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
方
文
書
に
よ
る
、
き
め
細
か
な
解
明
が
武
蔵
国
の
天
領
の
重
要
な
研
究
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

関
東
お
よ
び
東
海
筋
と
と
も
に
畿
内
・
近
国
は
、
江
戸
幕
府
に
と
っ
て
重
要
な
政
治
・
経
済
的
基
盤
で
あ
っ
た
。
慶
長
五
年
、
関
ヶ
原
の
戦

い
の
後
、
大
和
国
（
奈
良
県
）
の
蔵
入
地
は
代
官
頭
大
久
保
長
安
の
支
配
下
に
あ
り
、
民
政
全
般
は
長
安
の
配
下
の
代
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
長
安
の
死
後
は
奈
良
奉
行
中
坊
秀
政
・
時
祐
父
子
が
代
官
を
兼
務
し
、
大
和
国
と
近
江
国
の
一
部
の
天
領
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。

畿
内
の
天
領
は
各
地
に
慶
長
年
間
に
設
定
さ
れ
た
が
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
の
陣
に
よ
っ
て
豊
臣
氏
が
滅
亡
す
る
と
拡
大
さ

れ
、
さ
ら
に
同
五
年
に
は
大
坂
城
お
よ
び
周
辺
地
域
の
完
全
な
天
領
化
に
よ
っ
て
、
畿
内
（
山
城
・
大
和
・
河
内
・
摂
津
・
和
泉
）
・
近
国

（
近
江
・
丹
波
・
播
磨
）
の
蔵
入
地
の
配
置
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
畿
内
・
近
国
は
、
関
東
領
国
を
基
盤
に
天
領
支
配
の
中
心
と

な
っ
た
代
官
頭
と
は
違
い
、
非
領
国
で
あ
る
た
め
国
郡
制
支
配
の
原
理
に
基
づ
き
な
が
ら
国
ご
と
に
統
一
的
に
国
奉
行
の
支
配
に
よ
っ
て
掌
握

さ
れ
て
い
っ
た
。
徳
川
政
権
は
江
戸
幕
府
の
開
設
に
と
も
な
い
、
関
東
を
直
接
の
基
盤
と
し
な
が
ら
畿
内
・
近
国
に
お
い
て
は
独
自
の
支
配
体

制
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
畿
内
・
近
国
の
八
カ
国
で
は
元
和
五
年
を
画
期
と
し
て
郡
代
支
配
が
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寛
永
一

○
年
（
一
六
三
一
一
一
）
に
な
る
と
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
を
中
心
に
畿
内
・
近
国
八
カ
国
の
郡
代
（
八
人
衆
）
の
合
議
制
に
よ
る
支
配
が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
八
人
衆
の
支
配
は
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
消
滅
し
た
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
幕
府
は
天
領
の
直
接
支
配
に

天
領
の
地
域
的
分
布
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初
期
の
代
官
陣
屋
は
、
代
官
頭
ク
ラ
ス
は
別
格
と
し
て
、
農
家
陣
屋
が
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
は
有
力
な
農
家
を
仮
陣
屋
と
し

て
業
務
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
が
一
定
の
規
模
に
拡
大
し
統
轄
さ
れ
て
い
く
段
階
で
、
は
じ
め
て
幕
府
直
轄
の
代
官
陣
屋
ま
た
は
郡
代
役
所
・

代
官
所
へ
と
拡
充
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
郡
代
は
代
官
頭
伊
奈
忠
次
の
系
譜
を
引
く
関
東
郡
代
は
別
格
と
し
て
、
初
期
に
は
各
地
に
存
在
し

て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
大
型
の
代
官
と
い
う
意
味
の
呼
称
で
あ
っ
た
。
や
が
て
代
官
制
度
が
整
備

さ
れ
地
方
行
政
官
と
し
て
の
封
建
官
僚
化
が
促
進
さ
れ
る
と
、
四
カ
所
の
郡
代
制
が
定
着
し
た
。
寛
永
年
間
に
伊
奈
半
十
郎
忠
治
の
と
き
関
東

郡
代
が
成
立
す
る
が
、
美
濃
郡
代
は
、
代
官
支
配
を
経
て
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
勘
定
組
頭
辻
六
郎
左
衛
門
守
参
が
任
ぜ
ら
れ
た
と
き

が
初
め
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
、
郡
代
は
常
置
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
代
官
の
ま
ま
終
わ
っ
た
も
の
も
い
た
。
西
国
筋
郡
代
は
宝

暦
八
年
二
七
五
八
）
に
揖
斐
政
俊
が
代
官
に
就
任
し
、
明
和
四
年
二
七
六
七
）
に
天
領
行
政
の
実
績
に
よ
っ
て
郡
代
に
昇
格
し
て
か
ら
郡

代
制
が
し
か
れ
た
。
飛
騨
郡
代
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
、
代
官
大
原
紹
正
の
時
、
検
地
の
功
労
に
よ
っ
て
郡
代
に
昇
進
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
天
領
が
設
定
さ
れ
て
か
ら
、
代
官
支
配
の
行
政
手
腕
に
よ
っ
て
郡
代
に
昇
格
し
て
い
る
例
が
み
う
け
ら
れ
る
。
郡
代
の
江
戸
城
詰
所
に

お
け
る
席
次
は
関
東
・
美
濃
・
西
国
筋
・
飛
騨
の
順
で
あ
る
が
、
全
国
天
領
の
分
布
か
ら
み
た
場
合
、
関
東
・
東
海
・
畿
内
・
近
国
の
中
心
地

帯
の
ほ
か
、
美
濃
・
飛
騨
・
西
国
筋
（
豊
後
）
が
い
ず
れ
も
天
領
行
政
の
上
で
枢
要
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

天
領
の
設
定
は
、
慶
長
期
を
経
て
元
和
・
寛
永
期
に
諸
大
名
の
改
易
・
転
封
を
強
力
に
押
し
進
め
て
い
く
の
に
と
も
な
い
拡
大
し
、
次
第
に

全
国
地
域
に
分
布
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
分
散
配
置
さ
れ
た
天
領
を
確
実
に
掌
握
し
て
い
く
た
め
に
、
い
わ
ば
封
建
官
僚
化
さ
れ
た
周
到
な

政
治
組
織
に
よ
っ
て
財
務
・
地
方
行
政
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
天
領
の
拡
大
は
開
発
地
域
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
石
高
の
増
加
が
み

ら
れ
た
が
、
大
名
の
改
易
が
よ
う
や
く
減
少
し
て
く
る
元
禄
・
宝
永
期
に
は
四
百
万
石
に
達
し
、
全
国
六
八
カ
国
の
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
る

四
七
カ
国
に
分
布
し
た
の
で
あ
る
。
元
禄
一
五
年
頃
の
地
域
別
代
官
の
支
配
地
を
み
て
い
く
と
、
関
東
筋
が
約
一
二
○
万
石
、
畿
内
筋
約
六
○

万
石
、
北
国
筋
約
五
五
万
石
、
東
海
筋
約
五
○
万
石
、
奥
羽
筋
約
四
六
万
石
、
中
国
筋
約
二
五
万
石
余
、
西
国
筋
約
二
四
万
石
お
よ
び
遠
国
奉

行
支
配
は
約
一
四
万
石
に
な
っ
て
い
る
（
『
看
益
集
』
所
収
「
御
代
官
支
配
所
高
付
巳
。
こ
の
総
計
は
約
四
百
万
石
に
お
よ
び
、
新
井
白
石
が

『
折
り
た
く
柴
の
記
』
の
な
か
で
「
御
料
す
べ
て
四
○
○
万
石
」
と
あ
る
の
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
天
領
の
分
布
は
関
東
が
圧

倒
的
に
多
く
、
こ
れ
に
東
海
筋
と
奥
羽
筋
を
加
え
る
と
約
二
一
六
万
石
と
な
り
、
全
体
の
五
四
。
ハ
１
セ
ン
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）
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点
、
主
と
し
て
畿
内
・
近
国
と
西
国
筋
（
九
州
）
に
分
布
し
て
い
た
太
閤
蔵
入
地
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
り
、
豊
臣
・
徳
川
の
両
政
権
の

直
接
の
権
力
基
盤
の
相
違
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
領
は
江
戸
時
代
の
前
期
で
は
大
名
の
改
易
や
転
封
の
所
領
を
組
み
入
れ
る
な
か
で
増
加
し
た
が
、
中
期
以
降
は
土
地
生
産
力
の
向
上
と
新

田
開
発
の
促
進
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
拡
充
さ
れ
て
い
っ
た
。
享
保
一
五
年
（
一
七
三
○
）
の
地
域
分
布
を
み
る
と
、
天
領
の
総
石
高
は
四
四

八
万
一
○
五
六
石
、
こ
の
う
ち
郡
代
・
代
官
支
配
が
八
○
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
一
一
一
六
○
万
一
一
三
八
○
石
、
大
名
預
地
が
一
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
七
一
一
一
万
九
○
二
五
石
、
さ
ら
に
遠
国
奉
行
付
（
主
と
し
て
佐
渡
奉
行
）
が
一
一
一
・
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
一
三
万
九
六
五
一
石
と
な
っ
て
い
る
。
こ

（
東
国
）

の
分
布
の
状
況
は
関
東
筋
が
約
一
○
七
万
余
石
、
北
国
筋
が
七
九
万
余
石
、
畿
内
筋
が
七
一
万
余
石
、
奥
羽
筋
が
五
○
万
余
石
、
中
国
筋
が
四

四
万
余
石
、
西
国
筋
が
一
五
万
余
石
と
な
っ
て
い
る
（
「
去
戌
年
〈
享
保
一
五
年
〉
御
取
箇
相
極
候
帳
」
）
。
こ
の
う
ち
北
国
筋
に
は
大
名
預
地

が
一
一
一
九
万
余
石
、
遠
国
奉
行
付
の
一
三
万
余
石
が
含
ま
れ
て
お
り
、
地
域
的
な
特
色
を
示
し
て
い
る
。
能
登
の
天
領
は
貞
享
元
年
（
一
六
八

四
）
七
月
、
土
方
雄
隆
の
改
易
に
と
も
な
い
六
一
力
村
九
千
石
を
収
公
し
成
立
し
た
が
、
い
く
ど
か
の
変
遷
を
経
て
享
保
七
年
に
至
っ
て
加
賀

藩
の
預
地
と
な
っ
た
（
草
高
は
一
万
四
○
一
一
一
余
石
）
。
の
ち
六
一
一
力
村
に
な
っ
た
が
、
幕
末
の
慶
応
三
年
に
加
賀
藩
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
代
官
支
配
か
ら
大
名
預
地
へ
の
移
行
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
天
領
は
越
前
・
白
山
麓
（
加
賀
）
に
も
存
在
し
た
。
越
前
に

お
い
て
は
正
保
元
年
（
’
六
四
四
）
に
旧
勝
山
藩
領
三
万
五
○
○
○
石
を
収
公
し
、
福
井
藩
に
預
地
と
し
た
の
に
は
じ
ま
る
が
、
次
い
で
寛
文

八
年
に
は
越
前
・
加
賀
に
ま
た
が
る
白
山
麓
一
八
力
村
が
天
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
の
能
登
天
領
を
加
え
て
北
陸

の
能
登
・
加
賀
・
越
前
の
天
領
ブ
ロ
ッ
ク
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

天
領
の
総
石
高
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
の
四
六
三
万
四
○
七
六
石
、
そ
の
年
の
年
貢
高
一
八
○
万
一
八
五
五
石

が
最
高
の
額
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
享
保
改
革
に
よ
る
新
田
開
発
の
耕
地
の
拡
大
と
年
貢
増
徴
政
策
の
一
応
の
成
果
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
と
同
時
に
幕
府
は
享
保
一
○
年
に
、
そ
れ
ま
で
郡
代
・
代
官
の
諸
入
用
が
口
米
・
口
永
の
付
加
税
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
の
を
廃

止
し
て
、
別
に
代
官
所
の
諸
経
費
を
支
配
高
や
地
域
に
応
じ
て
直
接
支
配
す
る
方
法
に
改
正
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
世
襲
代
官
に

天
領
と
代
官
支
配
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は
年
貢
収
納
の
不
正
や
滞
納
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
年
貢
額
の
減
収
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
み
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
代
官
の
不
正
を
防

止
し
年
貢
の
増
徴
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
代
官
制
度
の
改
革
は
、
そ
れ
ま
で
の
郡
代
・
代
官
の
年
貢
請
負
人
的
性
格
を

改
め
て
、
封
建
官
僚
制
に
基
づ
く
徴
税
農
政
官
に
編
成
替
え
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
の
集
権
的
な
地
方
支
配
機
構
の
確
立
を
目
ざ
し
た
と

い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
享
保
年
間
に
お
け
る
幕
府
の
諸
政
策
を
み
た
場
合
、
ま
さ
に
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
、
幕
府
の
支
配
権
の

拡
大
に
よ
っ
て
、
領
主
総
体
に
よ
る
全
国
支
配
が
は
じ
め
て
確
立
し
た
段
階
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
領
の
総
石

高
は
、
延
享
元
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
以
後
は
漸
減
の
傾
向
を
た
ど
り
、
天
保
期
以
降
に
は
最
低
の
段
階
に
至
る
の
で
あ
る
。

天
領
は
全
国
六
八
カ
国
の
う
ち
四
七
カ
国
に
分
布
し
て
い
た
。
天
領
が
存
在
し
て
い
な
い
国
は
、
越
中
・
若
狭
・
尾
張
・
伊
賀
・
志
摩
・
紀

伊
・
淡
路
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
備
前
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
阿
波
・
土
佐
・
筑
後
・
薩
摩
・
大
隅
・
壱
岐
・
対
馬
の
二
一
カ
国
だ
け
で

あ
る
（
『
地
方
凡
例
録
』
）
。
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に
、
天
領
が
一
国
全
体
に
及
ん
で
い
た
の
は
佐
渡
国
と
隠
岐
国
の
二
島
と
飛
騨
国
で
あ

る
が
、
甲
斐
国
も
享
保
九
年
以
降
に
な
る
と
御
三
卿
領
が
一
部
に
存
在
し
た
が
、
全
体
と
し
て
は
こ
れ
に
準
じ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
全
国

に
分
布
し
て
い
た
天
領
は
、
地
域
に
よ
っ
て
代
官
支
配
の
形
態
も
異
な
っ
て
い
た
。
と
く
に
天
領
設
定
と
廃
止
が
流
動
的
に
行
わ
れ
た
地
域
で

は
、
代
官
の
広
域
支
配
や
権
限
の
強
化
が
付
与
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

享
保
期
以
降
の
郡
代
・
代
官
に
は
、
勘
定
所
役
人
か
ら
の
登
用
の
ほ
か
、
民
間
や
儒
学
者
な
ど
か
ら
の
抜
擢
や
任
命
も
あ
り
、
代
官
の
性
格

も
し
だ
い
に
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
代
官
の
移
動
が
頻
繁
に
短
期
間
で
行
わ
れ
る
な
か
で
、
関
東
郡
代
伊
奈
氏
と
と
も
に
、
伊
豆
国

韮
山
の
江
川
、
近
江
国
大
津
の
石
原
、
同
国
信
楽
の
多
羅
尾
、
京
都
の
小
堀
・
角
倉
・
木
村
、
山
城
国
宇
治
の
上
林
、
肥
前
国
長
崎
の
高
木
な

ど
の
各
代
官
は
世
襲
代
官
と
し
て
天
領
支
配
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
天
領
の
分
散
化
の
中
で
、
単
な
る
統
一
化
が
進
行
し
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
郡
代
・
代
官
支
配
の
在
り
方
の
多
様
の
中
で
地
域
別
の
掌
握
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

郡
代
・
代
官
の
数
は
必
ず
し
も
確
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
は
六
一
一
一
人
、
享
保
一
五
年
に
は
四
二
人
、

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
は
四
三
人
、
慶
応
三
年
は
四
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
江
戸
時
代
中
・
後
期
に
は
ほ
ぼ
四
○
人
台
と
な
っ
て

い
る
。
天
保
九
年
の
郡
代
・
代
官
支
配
地
は
三
一
一
八
万
四
四
七
八
石
。
遠
国
奉
行
は
一
四
万
四
一
九
六
石
、
大
名
預
地
は
七
六
万
一
一
一
一
一
一
六
六
石

で
あ
る
。
同
一
○
年
の
郡
代
・
代
官
数
は
四
二
名
で
あ
る
が
、
属
僚
の
手
付
・
手
代
は
江
戸
詰
、
代
官
所
詰
、
出
張
陣
屋
詰
に
分
か
れ
て
常
駐

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）
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し
て
お
り
、
そ
の
数
は
各
代
官
所
で
平
均
二
○
名
前
後
で
き
わ
め
て
少
な
い
。
幕
府
は
天
領
行
政
を
重
視
し
て
い
な
が
ら
郡
代
の
役
高
四
○
○

俵
、
代
官
の
役
高
一
五
○
俵
と
勘
定
奉
行
配
下
の
下
級
官
僚
を
任
命
し
、
広
大
な
天
領
の
領
域
を
管
轄
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
地
の
民

政
を
有
能
な
代
官
の
手
腕
に
委
ね
て
地
方
行
政
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

幕
藩
制
社
会
は
、
封
建
社
会
が
織
豊
政
権
の
時
代
を
受
け
て
発
展
し
た
段
階
で
あ
り
、
武
家
政
治
の
最
盛
期
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
社
会

は
武
士
階
級
が
全
国
の
土
地
を
領
有
し
て
庶
民
を
支
配
す
る
た
め
、
幕
府
と
藩
（
大
名
）
と
い
う
政
治
組
織
が
基
本
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
幕
藩
体
制
と
よ
ぶ
場
合
も
あ
る
。

こ
の
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
他
の
ア
ジ
ア
的
社
会
に
は
み
ら
れ
な
い
、
私
的
な
主
従
制
に
基
づ
く
西
欧
型
に
近
似
し
た
封
建
制
が
発
達
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
適
度
に
権
力
を
分
散
さ
せ
、
且
つ
集
中
さ
せ
な
が
ら
政
治
を
運
営
さ
せ
て
い
く
形
態
が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
、

幕
府
政
治
に
お
い
て
は
一
定
の
官
僚
制
が
形
成
さ
れ
、
専
制
政
治
と
は
異
な
っ
た
合
議
制
的
な
政
治
形
態
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

官
僚
制
と
は
本
来
、
近
代
国
家
に
お
い
て
専
門
的
な
行
政
官
の
集
団
を
中
核
と
し
、
整
備
さ
れ
た
行
政
組
織
を
指
し
て
い
る
。
江
戸
幕
府
の

政
治
形
態
は
初
期
の
二
元
政
治
に
お
い
て
み
ら
れ
た
側
近
政
治
が
消
滅
し
て
い
く
過
程
で
、
幕
府
の
政
治
機
能
の
面
で
軍
事
的
緊
張
の
解
消
に

伴
い
、
次
第
に
役
方
（
行
政
職
）
の
番
方
（
軍
事
職
）
に
対
す
る
優
位
が
築
か
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
形
式
的
に
は
官
僚
制
に
類
似

し
た
封
建
吏
僚
制
が
形
成
さ
れ
、
老
中
に
集
中
さ
れ
た
行
政
機
能
が
下
部
に
分
散
し
、
上
司
・
下
司
の
行
政
系
統
が
整
序
化
さ
れ
て
い
っ
た
の

江
戸
幕
府
の
政
治
組
織
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
九
月
、
幕
府
中
央
官
庁
の
枢
要
な
ポ
ス
ト
と
し
て
の
町
奉
行
が
成
立
し
た
。
翌
九
年

一
二
月
に
は
大
名
お
よ
び
封
建
吏
僚
の
監
察
機
構
で
あ
る
大
目
付
が
惣
目
付
と
い
う
職
名
の
も
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
寛
永
一
○
年
代
に
お

い
て
幕
府
の
職
制
が
整
備
さ
れ
た
が
、
同
一
一
年
（
一
六
一
一
一
四
）
’
一
一
月
に
は
老
中
・
若
年
寄
の
職
掌
規
定
が
明
示
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府

の
最
高
機
関
で
あ
る
両
者
の
職
務
内
容
や
分
担
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
寛
永
一
一
一
年
（
一
六
一
一
一
五
）
二
月
に
寺
社
奉
行

が
設
け
ら
れ
、
同
一
九
年
（
一
六
四
二
）
八
月
に
は
、
農
政
お
よ
び
財
政
・
経
理
部
門
を
担
当
す
る
勘
定
頭
Ⅱ
勘
定
奉
行
が
成
立
し
、
こ
こ
に

で
あ
る
。

幕
府
の
政
治
組
織
と
代
官
の
位
置
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勘
定
奉
行
・
関
東
郡
代
・
代
官
の
機
能
の
分
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
の
職
制
お
よ
び
職
掌
の
分
化
は
、
こ
の
時
期
の
幕
府
の
諸
政
策
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
幕
府
権
力
の
集
中
・
強
化
を
立
証
す
る

も
の
で
あ
る
。
幕
府
の
職
制
は
、
老
中
・
若
年
寄
な
ど
上
部
は
譜
代
大
名
の
中
の
有
力
な
大
名
が
任
ぜ
ら
れ
、
ま
た
、
三
奉
行
な
ど
運
営
の
実

務
の
面
で
は
直
属
家
臣
で
あ
る
有
能
な
旗
本
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
実
務
機
関
の
中
で
、
最
大
の
機
構
を
も
ち
、
多
く
の
人
員
を
擁
し
、

他
の
部
局
に
対
し
て
隠
然
た
る
力
を
も
っ
て
い
た
の
は
勘
定
奉
行
と
そ
の
統
括
機
関
で
あ
る
勘
定
所
で
あ
る
。
し
か
も
勘
定
奉
行
に
は
、
四
○

名
以
上
の
郡
代
・
代
官
を
指
揮
下
に
お
き
全
国
の
天
領
行
政
を
統
一
的
に
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
幕
府
の
政
治
組
織
が
制
度
・
機
能
の
両
面
に
お
い
て
完
成
す
る
の
は
寛
文
・
延
宝
期
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
幕
府
の
行
政

機
構
の
中
核
を
な
し
た
の
は
老
中
・
若
年
寄
体
制
で
あ
る
が
、
若
年
寄
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
二
月
以
降
は
不
在
と
な
り
、
そ
の
職
掌
は

一
時
、
老
中
の
も
と
に
吸
収
さ
れ
た
。
こ
れ
が
再
び
両
置
さ
れ
た
の
は
寛
文
二
年
（
’
六
六
一
一
）
二
月
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
幕
府
の
老
中
・

若
年
寄
の
支
配
役
職
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
番
方
・
役
方
の
職
制
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
こ
の
両
支
配
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

り
、
職
制
は
次
第
に
分
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
の
政
治
に
参
画
し
運
営
の
実
務
を
担
当
す
る
者
を
封
建
官
僚
群
と
い
う
。
封
建
官
僚
と
は
、
近
代
官
僚
制
の
異
質
な
二
つ
の
用
語

を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
官
僚
的
な
外
皮
を
も
つ
封
建
的
家
臣
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
幕
府
の
政
治
は
近
代
の
官

僚
制
に
類
似
し
た
吏
僚
制
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
幕
府
の
吏
僚
（
役
人
）
が
知
行
・
俸
禄
に
よ
り
触
媒
さ
れ
た
封
建
的
従
臣
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
幕
府
の
政
治
は
、
や
が
て
役
方
中
心
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
封
建
主
従
関
係
に
基
づ
く
軍
政
の
性

格
の
中
で
運
営
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
近
代
官
僚
制
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
幕
府
の
行
政
機
構
に
お
け
る
役
職
へ
の
就
任
は
、
封
建
的
主
従
の
家
格
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
家
格
の
低
い
者
は
原
則

と
し
て
中
・
下
級
の
役
職
に
し
か
配
属
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
格
と
職
の
対
応
と
い
う
関
係
が
幕
府
官
僚
制
を
強
く
規
定
し
て
い

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
家
格
が
上
級
と
下
級
の
官
僚
就
任
の
重
要
な
理
由
に
な
る
と
、
当
然
、
中
央
・
地
方
官
僚
の
位
置
に
も

関
連
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
の
政
治
機
構
は
中
央
と
地
方
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
に
は
中
央
官
僚
と
地
方
官
僚
の
性
格
の
相
違
を
み
る
こ
と
が
で

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）
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き
る
。
幕
府
政
治
の
中
心
が
天
領
行
政
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
然
、
こ
れ
を
直
接
担
当
す
る
遠
国
奉
行
や
郡
代
・
代
官
の
地
方
行
政
官

が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
地
方
官
僚
は
「
こ
の
二
職
（
奉
行
・
代
官
）
は
重
任
な
る
に
禄
秩
は
甚

だ
軽
し
」
（
『
草
茅
危
言
』
）
と
あ
る
よ
う
に
中
央
官
僚
に
く
ら
べ
て
俸
禄
が
低
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

｜
般
に
地
方
官
僚
で
あ
る
遠
国
奉
行
は
、
役
高
一
○
○
○
石
か
ら
一
五
○
○
石
、
役
料
五
○
○
俵
以
上
が
支
給
さ
れ
、
布
衣
以
上
の
格
式
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
郡
代
・
代
官
は
支
配
高
が
五
万
石
以
上
か
ら
一
○
万
石
と
広
大
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
布
衣
で
あ
っ
て

も
役
高
は
郡
代
が
四
○
○
俵
、
代
官
は
一
五
○
俵
、
こ
れ
に
役
料
三
○
○
俵
を
加
え
て
も
、
か
な
り
低
い
位
置
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
方

官
僚
が
大
き
く
分
離
し
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

江
戸
幕
府
の
地
方
行
政
の
実
務
を
担
当
す
る
遠
国
奉
行
と
郡
代
・
代
官
は
、
支
配
系
統
も
異
な
り
、
役
高
も
相
違
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
農
政
を
担
当
す
る
地
方
行
政
官
で
あ
る
郡
代
・
代
官
の
場
合
は
、
家
産
制
に
基
づ
い
て
家
格
と
役
職
の
封
建
的
制
約
に
よ
っ
て
昇
進
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
下
級
官
僚
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
郡
代
・
代
官
の
職
掌
が
農
民
支
配
を
中
心
に
、
年
貢
徴
収
が
第
一
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
原
因
す
る
。
天
領
か
ら
の

年
貢
徴
収
は
、
幕
府
財
政
の
重
要
な
財
源
で
あ
る
。
そ
の
た
め
郡
代
・
代
官
は
勘
定
奉
行
の
指
揮
下
に
配
属
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
勘
定
奉
行
の
役
高
三
○
○
○
石
に
郡
代
・
代
官
の
格
式
を
接
近
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
老
中
支
配
の
遠
国
奉
行

と
老
中
支
配
の
勘
定
奉
行
指
揮
下
の
郡
代
・
代
官
の
職
務
内
容
の
相
違
が
地
方
官
僚
と
し
て
の
格
式
の
差
に
な
っ
て
現
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の

郡
代
・
代
官
の
場
合
、
昇
進
ル
ー
ト
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
遠
国
奉
行
の
場
合
は
役
高
も
高
く
、
人
事
交
流
も
積
極

的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
郡
代
・
代
官
と
遠
国
奉
行
の
間
に
は
、
役
職
の
上
で
は
統
一
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
国
的
視
野

か
ら
の
天
領
の
地
域
性
に
基
づ
き
な
が
ら
地
方
行
政
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
の
財
政
基
盤
は
、
将
軍
徳
川
氏
が
最
大
の
封
建
領
主
と
し
て
保
持
し
て
い
た
他
の
諸
大
名
と
比
較
に
な
ら
な
い
広
大
な
天
領
に

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
年
貢
収
入
が
財
政
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
も
、
天
領
が
全
国
六
八
カ
国
の
う
ち
四
七
カ
国
に
分
布
し
て
い
た
分
散
性
か
ら
も
、
そ
の
支
配
の
た
め
の
幕
府
の
官
僚
制
組
織
を
必
然

で
は
な
か
ろ
う
か
。
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郡
代
・
代
官
の
役
割
は
、
年
貢
徴
収
を
第
一
と
し
な
が
ら
、
治
安
維
持
を
主
要
な
任
務
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
日
常
の
自
然
災
害
や
飢

饅
対
策
、
窮
乏
農
民
の
救
済
と
農
村
復
興
な
ど
農
業
生
産
力
の
向
上
の
た
め
の
環
境
の
保
全
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
代
官
行

政
を
支
え
て
い
た
の
は
、
郡
代
役
所
・
代
官
所
の
属
僚
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
の
地
方
行
政
は
、
周
到
な
政
治
組
織
や
制
度
に
よ
っ
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
制
度
の
運
用
は
、
代
官
個
人
の

性
格
や
資
質
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
幕
政
改
革
に
お
い
て
は
、
各
郡
代
・
代
官
が
農
村
の
状
況
に
応
じ
た
独
自
の
代
官
仕

法
と
し
て
個
性
あ
る
政
策
実
施
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
代
官
所
の
属
僚
を
含
め
た
代
官
制
度
の
研
究
の
意

義
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

化
さ
せ
、
精
繊
な
行
政
・
財
務
機
構
や
会
計
帳
簿
の
組
織
を
も
発
達
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
全
国
の
天
領
か
ら
の
年
貢
収
納
を
着
実

に
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、
郡
代
・
代
官
を
遠
国
奉
行
と
共
に
派
遣
し
、
郡
代
役
所
・
代
官
所
（
陣
屋
）
を
中
核
に
周
辺
諸
地
域
の
天
領
の
掌

握
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
戦
後
五
○
年
の
学
界
の
動
向
を
回
顧
し
な
が
ら
、
天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
一
九
六
○
年
代
に
お
け
る
幕

藩
制
構
造
論
の
研
究
が
展
開
す
る
中
で
、
江
戸
幕
府
直
轄
の
天
領
（
幕
領
）
の
研
究
は
、
大
石
慎
三
郎
『
享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
、
辻
達
也

『
享
保
改
革
の
研
究
』
の
刊
行
の
あ
と
を
う
け
、
具
体
的
に
は
一
九
六
四
年
、
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
書
は
幕
藩
制
社
会
を
支
配
す
る
統
一
政
権
と
し
て
の
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
を
、
そ
の
成
立
の
前
提
で
あ
る
大
名
徳
川

氏
の
段
階
か
ら
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
膨
大
な
機
構
と
複
雑
な
機
能
を
も
つ
幕
府
の
実
態
を
、
権
力
構
造
の
確
立
期
と
完
成
期
か
ら
段
階
的
に
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
幕
府
の
全
国
支
配
権
の
物
質
的
基
盤
と
し
て
天
領
を
位
置
づ
け
、
全
国
諸
大
名
に
対
す
る
量
的

な
優
位
性
と
と
も
に
、
存
在
形
態
の
質
的
な
優
越
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
筆
者
も
、
こ
う
し
た
論
旨
を
継
承
し
な
が
ら
、
’
九
六

三
年
の
『
代
官
』
に
続
き
、
’
九
六
五
年
に
は
『
天
領
』
を
上
梓
し
て
い
る
。
前
書
は
天
領
を
支
配
し
た
代
官
に
つ
い
て
、
具
体
的
事
例
を
あ

げ
個
々
に
そ
の
性
格
を
論
じ
、
そ
こ
か
ら
天
領
の
支
配
を
総
括
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
書
は
江
戸
幕
府
が
豊
か
な

天
領
研
究
の
動
向

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）
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な
お
、
天
領
研
究
に
つ
い
て
幕
藩
体
制
か
ら
考
察
を
行
っ
た
の
は
、
藤
野
保
氏
の
『
日
本
封
建
制
と
幕
藩
体
制
』
（
一
九
八
三
年
）
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
封
建
制
、
幕
藩
制
、
幕
府
、
藩
の
視
点
か
ら
究
明
し
た
も
の
で
、
天
領
の
位
置
を
捉
え
る
に
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
特
に

天
領
、
大
名
領
、
旗
本
領
な
ど
縦
割
り
に
よ
る
封
建
的
土
地
所
有
に
基
づ
く
研
究
に
対
し
「
天
領
・
譜
代
藩
領
・
旗
本
領
の
相
関
々
係
」
及
び

「
天
領
と
藩
の
関
係
史
的
考
察
」
の
項
は
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
天
領
の
位
置
と
存
在
意
義
を
考
察
し
て
い
く
に
は
示
唆
に
富
む
論
説
と

い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
同
氏
の
編
集
に
よ
る
『
論
集
幕
藩
体
制
史
』
第
四
巻
「
天
領
と
支
配
形
態
」
（
一
九
九
四
年
）
所
収
の
既
発
表
の
諸
論

文
は
、
天
領
の
支
配
の
動
向
を
理
解
し
て
い
く
上
で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
。

一
九
七
○
年
代
と
な
り
、
幕
藩
制
構
造
論
か
ら
国
家
論
へ
と
研
究
視
角
が
移
行
し
て
い
く
に
と
も
な
い
、
天
領
研
究
へ
の
関
心
も
変
化
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
七
七
年
、
大
野
瑞
男
氏
は
幕
府
の
財
政
機
構
の
確
立
に
つ
い
て
支
配
体
制
の
整
備
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
財
政

の
視
角
を
導
入
し
て
い
る
（
「
江
戸
幕
府
の
成
立
」
『
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
所
収
）
。

一
九
八
一
年
度
歴
史
学
研
究
大
会
（
近
世
部
会
）
報
告
で
は
、
安
藤
正
人
・
大
石
学
の
両
氏
に
よ
り
、
天
領
の
公
的
・
国
家
的
な
性
格
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
た
め
「
公
儀
御
料
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
試
み
ら
れ
た
。
安
藤
論
文
の
「
幕
藩
制
国
家
初
期
の
『
公
儀
御
料
邑
（
『
歴
史
学

研
究
』
一
九
八
一
年
度
別
冊
特
集
）
は
、
天
領
（
幕
領
）
が
豊
臣
政
権
の
蔵
入
地
の
機
能
・
性
格
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
域
的
機

財
源
と
強
力
な
統
一
政
権
と
し
て
の
権
力
を
構
成
し
た
基
盤
と
し
て
の
天
領
に
注
目
し
、
そ
の
地
方
行
政
と
管
理
を
担
当
し
た
郡
代
・
代
官
の

実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幕
政
史
研
究
の
基
本
と
な
る
天
領
行
政
を
究
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前

編
で
は
全
国
的
視
野
か
ら
の
代
官
・
年
貢
・
陣
屋
な
ど
を
通
じ
て
共
通
性
を
、
後
編
は
各
地
域
の
天
領
に
生
起
し
た
歴
史
事
実
を
考
察
し
な
が

ら
個
別
性
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
と
し
て
は
、
当
時
の
研
究
段
階
を
背
景
と
し
て
全
国
的
視
野
か
ら
幕
府
の
地
方

行
政
官
で
あ
る
郡
代
・
代
官
の
検
討
を
行
い
、
天
領
支
配
の
実
態
お
よ
び
官
僚
化
の
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
地
方
史
研
究
の
成
果
に
よ
り
な
が
ら
幕
藩
制
社
会
の
地
域
的
展
開
を
究
明
し
て
い
く
こ
と
を
当
面
の
目
標
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
他
、
幾
つ
か
の
論
説
を
念
頭
に
入
れ
れ
ば
、
幕
藩
制
構
造
論
段
階
に
お
け
る
天
領
研
究
の
主
た
る
関
心
は
、
最
大
の
封
建
領
主
で
あ

り
、
統
一
権
力
の
江
戸
幕
府
の
財
政
基
盤
で
あ
る
広
大
な
領
地
の
、
私
領
に
対
す
る
量
的
・
質
的
な
優
越
性
を
具
体
的
に
解
明
し
て
い
く
こ
と

に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

な
お
、
天
領
研
究
に
つ
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ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
「
公
儀
御
料
論
」
の
な
か
で
、
新
た
に
「
国
士
の
領
有
」
論
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
石
高
制
論

や
封
建
的
土
地
所
有
論
を
基
礎
と
し
た
将
軍
の
一
元
的
な
土
地
所
有
論
に
よ
り
説
明
さ
れ
た
の
に
対
し
、
「
高
外
地
」
支
配
を
大
地
の
支
配
と

国
士
の
領
有
と
い
う
異
な
る
視
角
か
ら
意
義
づ
け
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
大
石
学
「
近
世
幕
領
論
」
、
村
上
直
他
編
『
日
本

近
世
史
研
究
事
典
』
’
九
八
九
年
）
。
さ
ら
に
、
幕
府
へ
の
献
上
を
通
し
て
、
負
担
・
献
上
の
社
会
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研

究
も
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
今
迄
の
年
貢
や
夫
役
の
強
制
を
通
し
て
の
秩
序
の
形
成
と
は
異
な
り
、
天
領
で
の
献
上
品
の
負
担
が
、
幕
府
の
儀

礼
の
中
で
重
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
天
領
の
存
在
意
義
を
見
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

天
領
の
研
究
に
つ
い
て
は
一
九
九
三
年
に
は
遠
州
の
北
部
山
間
地
域
を
対
象
と
し
、
近
世
前
期
に
お
け
る
天
領
の
支
配
の
実
態
と
そ
れ
に
対

応
す
る
村
落
の
動
向
に
つ
い
て
論
じ
た
佐
藤
孝
之
『
近
世
前
期
の
幕
領
支
配
と
村
落
』
、
さ
ら
に
一
九
九
五
年
に
は
和
泉
清
司
『
徳
川
幕
府
成

立
過
程
の
基
礎
的
研
究
』
な
ど
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
天
領
研
究
は
地
域
性
に
立
脚
し
て
着
実
に
深
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

能
が
寛
永
中
期
以
降
に
お
い
て
は
、
全
国
天
領
の
統
一
支
配
の
進
展
の
な
か
で
「
公
儀
」
財
政
の
財
源
と
し
て
の
画
一
的
な
性
格
を
強
め
て
い

く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
大
石
論
文
の
「
享
保
期
幕
政
改
革
と
幕
領
支
配
」
（
同
）
は
享
保
改
革
期
の
財
政
再
建
政
策
の
中
で
、
全
国

的
天
領
の
統
一
的
支
配
体
制
の
整
備
と
強
化
が
図
ら
れ
た
。
即
ち
「
高
外
地
」
の
支
配
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
、
鷹
場
の
設
定
な
ど
を
含
め
享
保

改
革
が
ま
さ
に
国
家
的
支
配
の
再
編
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
九
八
○
年
代
は
、
こ
の
報
告
を
契
機
と
し
て
国
家
論
の
視
座
に
よ
り
天
領
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
向
が
み
ら
れ
る
よ

最
後
に
、
天
領
研
究
の
推
移
の
中
で
、
筆
者
の
関
心
に
よ
る
、
当
面
の
研
究
課
題
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
筆
者
の
場
合
、
全
国
天

領
の
共
通
性
と
各
代
官
所
別
の
個
別
性
の
問
題
を
地
域
史
研
究
の
視
座
か
ら
実
証
的
に
解
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
領
の
研
究

は
、
ま
ず
地
域
的
分
布
に
即
し
て
、
代
官
所
別
、
代
官
（
郡
代
）
別
の
き
め
の
細
か
い
総
合
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
天
領
全

域
を
統
一
的
に
把
握
で
き
る
関
係
史
料
の
分
析
も
進
め
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
幕
府
勘
定
所
関
係
の
史
料
は
重
要
で
あ

一
九
八
○
年
代
は
、
一

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）

一
九
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る
が
、
ま
た
天
領
の
成
立
に
関
す
る
条
件
や
時
期
、
藩
領
へ
の
移
行
な
ど
具
体
的
な
支
配
の
実
態
の
事
例
を
集
積
し
、
幕
政
の
基
本
的
政
策
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
幕
藩
制
社
会
に
お
け
る
天
領
の
位
置
を
知
る
た
め
に
も
大
切
で
あ
る
。
と
く
に
関
東
及
び
そ
の
周
辺
が
中
心
と

な
る
が
、
代
官
陣
屋
や
陣
屋
役
、
代
官
所
機
構
の
分
析
、
世
襲
の
郡
代
・
代
官
と
一
般
の
代
官
の
機
能
の
違
い
、
さ
ら
に
北
国
筋
に
多
い
大
名

預
所
と
代
官
支
配
地
の
相
違
や
幕
府
の
掌
握
の
方
法
は
、
綿
密
な
分
析
や
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
一
般
に
庶
民
か
ら
見
た
場
合
、
藩
領

に
対
し
て
天
領
は
有
利
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
実
際
に
は
、
漠
然
と
い
わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
現
在
、

個
々
の
天
領
に
お
い
て
必
ず
し
も
立
証
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
点
、
今
後
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

郡
代
・
代
官
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
地
方
支
配
機
構
の
な
か
で
正
し
く
位
置
づ
け
る
と
共
に
、
幕
藩
制
社
会
の
諸
段
階
に
お
け
る
性
格
を
明

確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
代
官
頭
・
豪
商
代
官
、
給
人
代
官
、
世
襲
代
官
、
吏
僚
代
官
な
ど
の
性
格
を
規
定
す
る
作
業
と

し
て
、
そ
の
経
歴
、
在
任
期
間
、
支
配
領
域
、
移
動
状
況
、
禄
高
、
さ
ら
に
属
僚
や
地
役
人
や
百
姓
一
摸
・
騒
動
と
の
関
係
な
ど
、
き
め
細
か

な
分
類
や
統
計
的
整
理
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
こ
れ
だ
け
で
は
、
最
終
的
な
代
官
研
究
に
は
な
ら
な
い
。
各
代
官
所
の

属
僚
で
あ
る
手
付
や
手
代
を
含
め
各
代
官
所
別
属
僚
機
構
と
機
能
や
郡
中
総
代
な
ど
の
中
間
支
配
の
組
織
の
研
究
を
通
し
て
天
領
諸
村
と
の
関

係
を
明
ら
か
に
し
、
幕
府
代
官
の
性
格
や
代
官
所
の
位
置
を
総
合
的
に
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幕
府
権
力
は
法
令
に
よ
っ
て
、
代
官
の
業
務
細
目
を
規
定
す
る
と
同
時
に
、
幕
政
の
天
領
へ
の
貫
徹
を
各
代
官
の
民
政
手
腕
に
委
ね
て
い
こ

う
と
す
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
幕
府
の
基
本
方
針
で
あ
る
年
貢
増
徴
策
は
、
現
実
的
に
は
農
民
の
反
権
力
意
識
を
助
長
さ
せ

ず
、
代
官
の
徴
税
合
理
化
政
策
の
成
功
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
せ
て
い
く
と
い
う
考
え
が
基
底
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
各
地
域
に
お
い
て
、

農
民
の
反
抗
が
発
生
し
た
場
合
、
幕
府
権
力
の
後
退
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
幕
府
は
基
本
方
針
を
変
更
せ
ず
、
し
ば
し
ば
、
当

事
者
で
あ
る
代
官
の
粛
正
・
更
迭
に
よ
っ
て
乗
切
っ
て
い
こ
う
と
す
る
方
策
を
と
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
く
に
幕
藩
制

社
会
の
危
機
が
到
来
す
る
江
戸
後
期
に
な
る
と
、
農
政
の
主
要
な
課
題
は
自
然
災
害
の
連
続
す
る
中
で
年
貢
増
徴
を
維
持
し
て
い
く
た
め
、
窮

乏
農
民
の
救
済
、
農
村
復
興
に
お
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
代
官
・
郡
代
は
単
に
地
方
巧
者
と
い
う
条
件
で
は
な
く
、
儒
学

や
心
学
の
経
世
済
民
の
思
想
を
身
に
つ
け
た
人
物
で
な
く
て
は
、
総
合
農
政
に
お
け
る
農
民
側
の
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
検
見
や
定
免
の
査
定
ば
か
り
で
は
な
く
、
代
官
個
人
の
性
格
や
資
質
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
の
で
、
そ
こ
に
は
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個
別
制
を
重
視
し
て
い
く
代
官
及
び
代
官
所
の
属
僚
の
研
究
の
意
義
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

各
地
の
天
領
に
は
、
必
ず
代
官
所
（
代
官
陣
屋
）
周
辺
に
代
官
の
民
政
に
関
す
る
伝
承
や
遺
跡
が
残
っ
て
い
る
。
代
官
の
仁
政
碑
・
顕
彰
碑

・
記
念
碑
・
神
社
・
生
祠
の
建
立
の
主
旨
は
、
多
く
が
灌
概
治
水
・
新
田
開
発
・
鉱
山
開
発
・
窮
民
救
済
、
農
村
復
興
に
対
す
る
評
価
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
何
時
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
社
会
的
階
級
や
農
民
階
層
に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
の

か
が
、
む
し
ろ
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
民
衆
の
日
常
生
活
と
代
官
所
の
関
係
を
一
層
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
（
村
上
直
「
江
戸
幕
府
代
官
の
民
政
に
関
す
る
一
考
察
」
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
・
昭
和
四
五
年
度
）
。

な
お
、
天
領
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
関
東
と
上
方
に
一
一
分
さ
れ
る
と
共
に
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
九
月
の
年
貢
皆
済
期
日
の
定
書
に
よ

る
と
、
関
東
・
海
道
・
北
国
・
東
国
・
畿
内
・
中
国
・
西
国
の
七
筋
に
区
分
さ
れ
て
い
る
（
村
上
直
「
江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
分
布
に
つ
い

て
」
『
法
政
史
学
』
二
五
）
。
こ
の
七
筋
の
区
分
に
基
づ
き
な
が
ら
、
天
領
の
地
域
性
を
解
明
し
て
い
く
手
掛
り
が
得
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い

る
。「
付
記
」
本
稿
は
一
九
九
五
年
一
二
月
一
一
一
日
（
土
）
の
法
政
大
学
に
お
け
る
最
終
講
義
「
近
世
に
お
け
る
天
領
研
究
の
成
果
と
課
題
」
の
論
旨
を
加
筆
、
成
稿

し
た
も
の
で
あ
る
。

天
領
の
成
立
と
代
官
の
位
置
に
つ
い
て
（
村
上
）
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